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要
旨

本
法
律
案
は
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
等
を
図
る
た
め
、
一
定
の
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
を

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
位
置
付
け
る
等
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
制
度
の
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
制
度
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
当
該
卸
電
気
通
信
役

務
の
提
供
義
務
等
の
創
設
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
一
定
の
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
を
位
置
付
け
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信

事
業
者
に
対
し
、
契
約
約
款
の
届
出
等
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
不
採
算
地
域
に
お
い
て
当
該
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
に
対
す
る
交
付
金
制
度
を
創
設
す
る
。

二
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
、
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き

い
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
当
該
情
報
の
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
た
規
程
の
策

定
等
を
義
務
付
け
る
。



二

三
、
電
気
通
信
事
業
者
等
が
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
記
録
さ
れ
た
当
該
利
用
者
に
関
す
る
情
報
を
、
当
該
利
用
者
以
外

の
者
に
送
信
さ
せ
る
電
気
通
信
の
送
信
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
一
定
の
事
項
を
当
該
利
用
者
に
通
知

し
、
又
は
当
該
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
当
該
役
務
の
提
供
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
役

務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
契
約
の
締
結
に
関
す
る
協
議
の
円
滑
化

に
資
す
る
事
項
を
提
示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

五
、
検
索
情
報
電
気
通
信
役
務
及
び
媒
介
相
当
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
者
は
、
電
気
通
信
事
業
の
届
出
等
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


